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工場や事業所からの排出ガスには排出基準が定められているため、 
測定によって基準を満たしているかを調査する必要があります。 

調査の目的 
国民の健康の保護・生活環境を保全することを目標に、工場や事業所などから排
出される大気汚染物質の量が規制されています。 
【大気汚染防止法】に基づいたばい煙測定を行い、排出ガスがどれほどの濃度・排
出量で、それが基準を満たしているのかを調査しています。 
規制項目や基準値は、使用している燃料や燃焼能力などによって変わります。 

調査の対象 
排出ガス測定の調査対象となる発生源は、ボイラーや焼却炉などのばい煙発生施
設です。 
ばい煙とは物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん（スス）、窒素酸化物
などの有害物質のことを指し、一定規模以上のばい煙発生施設は排出ガスを測定
する義務があります。 
 

規模と種類 
例えばボイラーの場合、「伝熱面積 10m2以上又はバーナーの燃料燃焼能
力が重油換算で 50L/h以上であること」が対象となり、燃料がガスであれ
ば、ばいじん・窒素酸化物が規制対象となります。燃料が重油や灯油であっ
て、硫黄分の排出量が規定以上である場合には、硫黄酸化物も測定対象
に加わります。 
施設や用途の種類によっても規制対象・基準値が細かく設定されています。 

調査の方法 
事前に測定対象の規模・種類を調査し規制対象・基準値を確認します。 
煙突もしくは煙道の途中にある測定口を開き、燃焼中排ガスの流速・温度な
らびに排ガス中の水分量・CO２・O２を現地で測定・分析します。同時に、対
象となる物質をそれぞれに合わせた方法で採取して、定められた方法で分析
し、【計量証明書】によって報告いたします。 

水銀に関する国際条約（水俣条約）に
よる規制強化 
 
平成 30年 4月 1日から、水銀排出施
設について排出ガス中の水銀濃度測定が
義務付けられました。 
 
【対象施設】 
① 石炭火力発電所 
② 産業用石炭燃焼ボイラー 
③ 非鉄金属製造に用いられる 
精錬及び焙焼の工程 

④ 廃棄物の焼却設備 
⑤ セメントクリンカーの製造設備 

 
【測定方法】 
ガス状水銀・粒子状水銀を各々で採
取し、合算値を全水銀濃度として算出
します。 
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